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 寒川町財務規則で規定する財務会計オンラインシステムで使用する様式を定める規

程を次のように定める。 
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   寒川町財務規則で規定する財務会計オンラインシステムで使用する様式 

   を定める規程 

 

   寒川町財務規則で規定する財務会計オンラインシステムで使用する様式を定める

規程(平成 8 年寒川町訓令第 2 号)の全部を改正する。 

(趣旨) 

第 1 条 この訓令は、寒川町財務規則(昭和 40 年寒川町規則第 1 号。以下「財務規則」

という。)第 135 条の規定に基づき、寒川町財務会計オンラインシステムで使用す

る様式を定めるものとする。 

(様式) 

第 2 条 各様式は次のとおりとする。 

様式の名称 様式番号 財務規則関係条文 備考 

調定決議書 第 1 号様式 第 36 条、第 39 条、第 105 条  

 

 

 

調定変更書 第 2 号様式  

不納欠損書 第 3 号様式  

調定内訳書 第 4 号様式  集合調定内訳書 

納付書兼納入通知書 第 5 号様式 第 37 条、第 39 条、第 41 条、

第 43 条、第 45 条、第 47 条、

第 49 条、第 51 条、第 55 条、

第 56 条の 2、第 57 条、第 100

条 

 

 

町税・清掃手 

数料・保育料・国

民健康保険料・下

水道使用料・介護

保険料等は別に定

める。 



返納通知書 第 6 号様式 第 56 条の 2 

第 88 条 

 

過誤納金還付命令書 第 7 号様式 第 56 条 

債務内訳書 第 8 号様式  

予算執行伺書 第 9 号様式 第 58 条 

予算執行変更伺書 第 10 号様式  

支出負担行為書 第 11 号様式 第 59 条、第 60 条、第 62 条 

支出負担行為変更書 第 12 号様式  

債権内訳書(支出負担行為) 第 13 号様式 

債権内訳書(支出命令) 第 14 号様式 

支出命令書 第 15 号様式 第 62 条、第 65 条、第 100 条 

支出負担行為兼支出命令書 第 16 号様式 第 62 条 

精算命令書 第 17 号様式 第 97 条 

過誤納金還付精算命令書 第 18 号様式 

戻入命令書 第 19 号様式 第 88 条 

振替命令書 第 20 号様式 第 98 条の 3 

歳入科目更正書 第 21 号様式  

歳出科目更正書 第 22 号様式 

予算流用要求書 第 23 号様式 第 25 条 

予備費充用要求書 第 24 号様式 

予算流用通知書 第 25 号様式 

予備費充用通知書 第 26 号様式 

附 則 

この訓令は、平成 30 年 4 月 1 日から施行し、平成 30 年度予算執行から適用する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


